
 

宮崎県屋外型トレーニングセンターの管理運営に関する基本協定書 

 

宮崎県（以下「甲」という。）と○○○（以下「乙」という。）とは、宮崎県屋外型

センター（以下「施設」という。）の管理運営について、宮崎県屋外型トレーニングセ

ンター管理規則（令和４年宮崎県規則第４９号。以下「規則」という。）第１８条の規

定により、次のとおり協定を締結する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、公の施設に関する条例（昭和３９年宮崎県条例第７号。以下「条例」

という。）第１０条の２の規定により指定管理者に指定された乙が、施設の管理運営を

適正かつ円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。 

 

（指定管理者の業務） 

第２条 甲は、条例第１０条の３の規定及び規則第１４条の規定により、次に掲げる施設

の管理運営に係る業務（以下「管理業務」という。）を乙に行わせる。 

 (1) 施設の利用に関する業務 

 (2) 施設（附属設備を含む。）の維持及び保全に関する業務 

 (3) 関係機関及び競技団体との連絡調整に関する業務 

 (4) 緊急時の対応に関する業務 

 (5) 利用者の意見等の把握に関する業務 

 (6) 自主事業の実施に関する業務 

(7) 広報に関する業務 

(8) その他知事が必要と認める業務 

２ 前項各号に掲げる業務の細目は、別記１宮崎県屋外型トレーニングセンター管理運営

業務仕様書に定めるとおりとする。 

 

 （管理業務の実施方法等） 

第３条 乙は、この協定のほか関係法令、第１９条第１項の規定により提出した事業計画

書及び甲の指示に従って管理業務を実施するとともに、善良なる管理者の注意をもって

施設を常に良好な状態に管理する義務を負う。 

 

 （管理物件） 

第４条 乙が管理する建物、工作物等（以下「管理物件」という。）は、甲が別に示す施

設の公有財産台帳のとおりとする。 

 

 （指定期間等） 

第５条 甲が乙を指定管理者として指定する期間（以下「指定期間」という。）は、令和

８年４月１日から令和１３年３月３１日までとする。 

２  管理業務に係る事業年度（以下「年度」という。）は、毎年４月１日から翌年３月３

１日までとする。 

 



 （指定管理料） 

第６条 指定期間における管理業務の実施に対する指定管理料（以下「指定管理料」とい

う。）は、甲の予算の範囲内で乙に支払うものとし、各年度の指定管理料の額及び支払

いに関しては、別途定める宮崎県屋外型トレーニングセンターの管理運営に関する年度

協定書により定める年度協定（以下「年度協定」という。）によることとする。 

 

 （指定管理料の額の変更） 

第７条 指定管理料の額を変更すべき特別の事情が生じた場合には、甲乙協議の上、決定

するものとする。 

 

 （利用料金） 

第８条 施設の利用に係る利用料金（以下「利用料金」という。）については、乙の収入

とする。 

２ 利用料金は、条例第１０条の５の規定により、条例別表第４に定める基準に従って、

あらかじめ甲の承認を得た上で乙が定めるものとする。 

３ 乙が条例第１０条の５第４項の規定により、利用料金の減免を行う場合の基準及び額

については、あらかじめ甲の承認を得なければならない。 

 

 （納付金） 

第９条 乙は、各年度の利用料金の収入総額が１４，９８７，０００円を超えた場合には、

利用料金収入の総額から１４，９８７，０００円を差し引いた額に２分の１を乗じた額

を甲に納付金として納付するものとする。 

２ 前項の納付金に千円未満の端数が生じた場合には、端数を切り捨てるものとする。 

３ 納付金を納付する場合は、各年度終了後４０日以内に納付するものとする。 

 

 （リスク分担） 

第１０条 管理業務に関するリスク分担については、別記２リスク分担表に定めるとおり

とする。 

２ 甲は、前項のリスク分担において乙が負担すべき事項について、甲が特別の事情があ

ると認めた場合は、その一部を免除することができることとする。 

 

 （目的外使用の禁止） 

第１１条 乙は、施設をこの協定による管理運営の目的以外に使用してはならない。ただ

し、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。 

 

 （管理物件の現状変更） 

第１２条 乙は、管理物件の現状を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得な

ければならない。 

 

 （管理物件の滅失又は損傷） 

第１３条 乙は、管理物件が滅失し、又は損傷したときは、直ちに甲にその旨を報告し、

甲の指示を受けなければならない。 

２ 乙は、管理物件の滅失又は損傷が自己の責めに帰すべき理由により生じたときは、乙



の負担において当該管理物件を原状に回復しなければならない。 

３ 甲は、乙が正当な理由がなく前項に規定する原状回復の義務を怠ったときは、乙に代

わって原状を回復するための適当な措置を行うことができる。この場合において、乙は、

甲が要した費用を負担しなければならない。 

 

 （物品の管理等） 

第１４条 乙は、管理業務の実施に当たり、甲が別に示す施設の備品台帳の備品のほか、

施設に備え付けられた備品的形状及びその性質を有する物品（以下「備品的物品」とい

う。）を使用することができる。 

２ 前項の場合において、乙は善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。 

３ 乙は、第１項の備品等及び備品的物品を亡失又は損傷したときは、直ちに甲にその旨

を文書により報告し、甲の指示を受けなければならない。 

４ 前項の亡失又は損傷が乙の責に帰すべき理由により生じたときは、乙の負担において

当該備品等及び備品的物品を原状に復さなければならない。 

５ 第１項の備品等及び備品的物品以外で、管理業務の実施上必要な物品の調達、更新、

整備等については、乙が行うものとする。この場合において、当該費用は乙の負担とす

る。 

６ 第１項の備品等及び備品的物品について、使用不能等により処分する必要があるとき

は、その状況、品名、規格、備品番号等を記載した文書により報告し甲の指示を受けな

ければならない。 

 

 （文書の管理等） 

第１５条 乙は、管理業務の実施に当たり作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記

録（以下「文書等」という。）について、常にその処理経過を明らかにし、適正に管理

しなければならない。 

２ 乙は、文書等を適正に管理するため、甲と協議の上、管理業務の性質、内容等に基づ

く文書等の管理基準を定めなければならない。 

３ 乙は、甲と協議の上、文書等の保存期間を定めるものとする。 

４ 乙は、前項の規定により定めた文書等の保存期間が満了したときは、甲と協議の上、

当該文書等の廃棄の要否を決定し、廃棄する場合においては、破砕、熔解、焼却その他

甲の認める方法により、当該文書等を廃棄しなければならない。 

 

 （第三者への委託の禁止） 

第１６条 乙は、管理業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、乙は、あらかじめ甲の承認を受けた場合に限り、管理業務

の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができるものとする。 

 なお、委託し、請け負わせることができる第三者は、個人の場合は本人、団体の場合

は役員又は経営に事実上参加している者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団の関係者若しくは同条第

６号に規定する暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者以外の者とする。 

３ 乙が前項の規定により管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、

当該第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、全て乙が

負担するものとする。 



 

 （権利の譲渡等の禁止） 

第１７条 乙は、この協定から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせ

てはならない。 

 

 （緊急時の対応等） 

第１８条 乙は、施設の利用者又は管理物件に、事故や災害等（以下「事故等」という。）

の緊急事態が発生した場合には、速やかに適切な応急措置を講じるとともに、甲に状況

を報告し、甲の指示を受けなければならない。 

２ 乙は、管理物件について事故等による被害が予想される箇所等を事前に発見するよう

努めるとともに、発見した場合は、速やかに被害を未然に防ぐための措置を講じるとと

もに、甲に状況を報告し、甲の指示を受けなければならない。 

 

 （事業計画書の提出） 

第１９条 乙は、各年度の事業計画書を、当該年度の前年度の３月２０日までに甲に提出

しなければならない。 

２ 前項の事業計画書に記載する事項は、次のとおりとする。 

 (1) 管理運営の体制 

 (2) 事業の概要及び実施時期 

 (3) 管理業務の実施に関する経費の収支予算 

 (4) その他甲が必要と認める事項 

３ 甲は、第１項の事業計画書が提出されたときは、内容を審査し、必要な指示をするこ

とができる。 

４ 乙は、甲に提出した第１項の事業計画書の内容を変更する場合には、あらかじめ甲の

承認を得なければならない。 

 

 （決算書等の提出） 

第２０条 乙は、自己の各事業年度の決算が確定したときは、速やかに法人の決算書及び

関係書類（法人でない場合にはこれに準ずる書類）を甲に提出しなければならない。 

 

 （業務報告書の提出） 

第２１条 乙は、毎月１５日までに、前月の業務報告書を甲に提出するものとする。 

２ 前項の業務報告書に記載する事項は、次のとおりとする。 

 (1) 施設の利用状況（利用箇所毎の利用状況含む。） 

 (2) 実施した事業の内容及び実績 

 (3) その他甲が必要と認める事項 

 

 （事業報告書の提出） 

第２２条 乙は、毎年度終了後３０日以内に管理業務に係る事業報告書を甲に提出し、そ

の承認を得なければならない。 

２ 前項の事業報告書に記載する事項は、次のとおりとする。 

 (1) 管理業務の実施状況 

 (2) 施設の利用状況（利用箇所毎の利用状況含む。） 



 (3) 利用料金の収入の実績 

 (4) 管理業務の実施に係る収支決算 

 (5) その他甲が必要と認める事項 

３ 乙は、管理業務に係る収支に関する帳票その他事業に係る記録を整備し、常に管理業

務に係る経理状況を明らかにしておかなければならない。 

４ 乙は、甲が年度途中において指定管理者の指定を取り消し、又は管理業務の全部を廃

止した場合には、指定が取り消された日から２０日以内に当該日までの間の事業報告書

を提出しなければならない。 

 

 （利用者満足度調査）  

第２３条 乙は、管理業務のサービス水準の向上を目的とした利用者の満足度の調査（以 

下「利用者満足度調査」という。)を行うものとする。  

２ 利用者満足度調査の実施方法等については、甲と乙が協議し決定する。  

３  乙は、利用者満足度調査終了後に、その結果及び乙の評価分析を甲に報告するものと 

する。  

４  甲は、前項の報告があったときは、内容を審査し、乙に必要な指示をすることができ 

る。     

 

 （苦情及び要望に対する対応）  

第２４条 乙は、利用者等からの苦情及び要望に対応する体制を整えなればならない。ま 

た、乙は、利用者等から苦情等があった場合は、適切な措置を講じるとともに、甲に状 

況を報告しなければならない。   

 

 （実地調査等） 

第２５条 甲は、管理業務の適正を期するため、乙に対して必要に応じて臨時に報告を求

め、実地に調査し、又は指示することができる。 

 

 （指定の取消し等） 

第２６条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消

し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。 

 (1) 管理業務の実施に際し、不正な行為があったとき。 

 (2) 甲に対し、正当な理由なくこの協定に基づく報告を拒み、又は調査に応じないとき。 

 (3) 甲に対し、虚偽の報告を行い、又は甲の指示に従わないとき。 

 (4) 管理業務を適正に履行せず、又は協定の内容に違反したとき。 

 (5) 乙の経営状況の悪化等により、管理業務を継続することが不可能又は著しく困難で

あると認められるとき。 

 (6) 乙が、法人格を変更したとき。 

 (7) 乙が、違法行為を行った場合など、乙に管理業務を行わせておくことが社会通念上

著しく不適当と認められるとき。 

 (8) 前各号に定めるもののほか乙が管理業務を継続することが適当でないと認められる

とき。



２ 甲は、乙が前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、支払った指定管理料の全

部若しくは一部の返還又は利用料金収入の全部若しくは一部の納付を命じることができ

る。 

３ 第１項の規定による指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止によって生

じた乙の損害については、甲はその賠償の責めを負わないものとする。 

４ 第１項の規定による指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止により甲に

損害が生じたときは、乙はその損害を賠償しなければならない。 

 

 （業務の廃止等） 

第２７条 甲は、必要があるときは、管理業務の全部又は一部を廃止することができる。

この場合、甲は廃止しようとする日の３０日前までに乙に通知しなければならない。 

２ 前項の規定により、管理業務の全部又は一部が廃止された場合における損害の賠償に

ついては、甲乙協議の上、決定するものとする。 

 

 （管理業務が継続困難となった場合の措置等） 

第２８条 乙は、天災、事故その他やむを得ない事由により管理業務の全部又は一部の継

続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、速やかに必要な措置を講じる

とともに、甲に対して状況を報告し、甲の指示を受けなければならない。 

２ 前項の事由により生じた避難所運営の補助その他管理業務以外の業務の実施について

は、甲乙協議の上、決定するものとする。 

３ 前２項の規定に基づく措置に伴い生じる損失の補償その他の経費の負担は、甲乙協議

の上、決定するものとする。 

 

 （保険契約） 

第２９条 乙は、甲が指定する期日までに、自己の負担により別記３に記載した内容の保

険契約を締結するものとする。 

２ 乙は、前項の規定による保険契約を締結したときは、保険証券の写しその他の契約内

容を証する書面を、遅滞なく甲に提出するものとする。 

３ 乙が第１項の保険契約の変更を行ったときは、前項の規定を準用する。 

 

 （管理業務の引継ぎ） 

第３０条 乙は、指定期間が満了したとき、又は指定管理者の指定を取り消されたときは、

管理業務が円滑に実施されるよう、甲が指定する期日までに、甲又は甲が指定した者に

対して管理業務の引継ぎを行わなければならない。この場合において、引継ぎの方法そ

の他引継ぎに関し必要な事項については、別途協議するものとする。 

 

 （文書等の引継ぎ） 

第３１条 乙は、指定期間が満了したとき、指定管理者の指定を取り消されたとき、又は

管理業務が廃止されたときは、速やかに、文書等のうち保存期間が終了していないもの

又は甲の指示したものを甲又は甲の指定する者に引き継がなければならない。 

 



 （管理物件等の引渡し） 

第３２条 乙は、指定期間が満了したとき、指定管理者の指定を取り消されたとき、又は

管理業務が廃止されたときは、甲が指定する期日までに、自己の負担において管理物件

を原状に回復した上で、備品等と併せて甲又は甲が指定した者に対して引き渡さなけれ

ばならない。 

２ 甲は、乙が正当な理由がなく前項に規定する原状回復の義務を怠ったときは、乙に代

わって原状を回復するための適当な措置を行うことができる。この場合において、乙は、

甲が要した費用を負担しなければならない。 

３  第１項の規定にかかわらず、あらかじめ甲の承認を得たときは、乙は管理物件の全部

又は一部の原状回復を行わずに、別に甲が指定する状態で管理物件を引き渡すことがで

きるものとする。 

 

 （損害賠償） 

第３３条 乙は、管理業務の実施に当たり、自己の責めに帰すべき事由により甲に損害を

与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

２ 乙は、管理業務の実施に当たり、自己の責めに帰すべき事由により施設の利用者その

他の第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

３ 前項の場合において、損害を受けた施設の利用者その他の第三者から請求があり、甲

が損害を賠償したときは、乙は甲に対して当該賠償額に相当する額を支払わなければな

らない。 

 

 （秘密の保持） 

第３４条 乙は、管理業務に関して知り得た秘密を外部へ漏らし、又は他の目的に使用し

てはならない。指定期間が満了し、指定管理者の指定を取り消され、又は管理業務が廃

止された場合においても同様とする。 

２ 乙は、第１６条第２項の規定により、管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負

わせる場合には、当該第三者に対し、前項に規定する義務と同等の義務を負わせなけれ

ばならない。  

 

 （個人情報の保護） 

第３５条 乙は、施設の管理業務を実施するため個人情報を取り扱うに当たって、別記４

個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。 

 

 （情報公開） 

第３６条 乙は、管理業務の実施に当たり作成し、又は取得した文書等であって、乙が保

有しているものについては、宮崎県情報公開条例（平成１１年宮崎県条例第３６号）第

２４条の３の規定により、乙が定める情報公開に関する規程に基づき開示するものとす

る。 

２ 乙は、前項に規定する情報公開に関する規程を定めるに当たっては、甲と協議するも

のとし、当該規程を変更しようとするときも、同様とする。 

 



  （県内中小企業者等への配慮） 

第３７条 乙は、利用者の宿泊及び飲食場所の情報提供並びに管理業務の実施に伴う物品

及び役務の調達等に当たって、県内企業、特に県内中小企業者の受注機会の確保に配慮

するよう努めるものとする。 

 

  （環境への配慮） 

第３８条 乙は、管理業務の実施に当たり、廃棄物の発生を抑制し、再生資源の利用に配

慮するなど、環境負荷の低減に努めるものとする。 

 

 （重要事項の変更の届出） 

第３９条 乙は、定款、名称、主たる事務所の所在地、代表者その他の重要な事項の変更

等を行ったときは、遅滞なく甲に届け出なければならない。 

 

 （協定の変更） 

第４０条 管理業務の実施に関し、特別な事情が生じたときは、甲乙協議の上、この協定

の規定を変更することができるものとする。 

 

 （請求等の方法） 

第４１条 この協定及び年度協定に関する甲乙間の請求、通知、報告、承認、取消し等に

ついては、原則として書面により行うものとする。 

 

 （管轄裁判所） 

第４２条 この協定に関して訴訟の必要が生じた場合は、甲の所在地を管轄する裁判所を

専属管轄裁判所とする。 

 

 （協議） 

第４３条 この協定に定める事項について疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事

項については、甲乙協議の上、定めるものとする。 

 

 

 

この協定の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有

するものとする。 

 

  ○年○月○日 

                                        甲 宮 崎 県  

                                         宮崎県知事  氏    名 印   

 

                                       乙 ○○市○○町○○番地  

                                         ○○○○  

                                         代表者  職 氏     名 印



 

別記１ 

 

宮崎県屋外型トレーニングセンター管理運営業務仕様書は別紙案のとおり。



 

別記２ 

リスク分担表 

 

項 目 想定される内容等 

負担者 

県 
指定 

管理者 

① 施設、設備、備品、

資料等の損傷など 

指定管理者による管理の瑕疵によるもの  ○ 

第三者の行為、経年劣化等による損傷等で小

規模なもの（１件の修繕費が 50 万円未満のも

の） 

 ○ 

第三者の行為、経年劣化等による損傷等で大

規模なもの（１件の修繕費が 50 万円を超える

もの） 

○  

施設の設置に関する瑕疵によるもの ○  

② 管理、運営に係る事

故等による第三者

への損害賠償 

指定管理者の責に帰すべき事由によるもの  ○ 

施設の設置に関する瑕疵によるもの 
○  

③ 不可抗力への対応 不可抗力（暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、

地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自

然的又は人為的な現象）に起因する施設修繕

（１件あたり 50 万円以下のもの） 

 ○ 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、

地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自

然的又は人為的な現象）に起因する施設修繕

（１件あたり 50 万円を超えるもの）、事業中

断等による経費の増加 

○  

不可抗力に伴う、あらかじめ定められた管理

業務以外に発生した業務に係るもの（感染症
△  



 

等の影響による収入減、事業中断等による経

費増を含む） 

ヒトや動物への感染症・伝染病に起因する防

疫対策や施設保全等に要する費用 
 ○ 

南海トラフ地震など、大規模災害が発生した

場合に、施設内で県が災害応急対策を実施し

たことに起因する施設修繕 

○  

④ 物価・金利変動・税

制リスク 

物価変動、金利変動、税制の変更による管理

運営費の増加 
 ○ 

⑤ 法令等リスク 法制度の改正、政治、行政的理由から、管理、

運営の継続に支障が生じた場合、又は業務内

容の変更を余儀なくされた場合の経費の増加

など 

○  

⑥ 事業終了時の対応 指定期間が終了した場合、又は指定期間中途

で指定取消を受けた場合における撤収・施設

等の原状回復・引継に要する費用 

 ○ 

上記以外で、要領及び

仕様書（基準書）に記

載のないもの 

 

双方協議 

（注） △は別途、県との協議が必要となる。 

（注） 表中に記載の修繕費は、消費税及び地方消費税を含まない金額である。ま

た、負担者が県の場合は、発注から県が行う。 

 



 

別記３ 

 

乙が契約を締結すべき保険 

 

 

 乙は、指定の期間中、次の保険契約を締結するものとする。なお、保険契約につい

ては、１年ごとに更新する場合も可能とする。 

 

 

○ 施設損害賠償責任保険 

 

    保険契約者 － 乙 

    被保険者  － 乙 

    保険の対象 － 施設内における法律上の賠償責任 

    保険期間  － 指定管理の期間中更新し続けるものとする 

    補 償 額  － 対人：１名につき  ５千万円以上 

                １事故につき ２億円以上 

        対物：１事故につき ５千万円以上 

 



 

別記４ 
 

個人情報取扱特記事項 
 
 （基本的事項） 
第１ 乙は、個人情報（生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別する
ことができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個
人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。以下同じ。）の保護
の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することの
ないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。  

 
 （秘密等の保持） 
第２ 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならな 
い。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。  

 
  （収集の制限） 
第３ 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を
特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収
集しなければならない。 

 
 （目的外利用及び提供の禁止）  
第４ 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の
目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示がある
とき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。  

 
  （適正管理） 
第５ 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又は
毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければなら
ない。 

 
 （複写又は複製の禁止） 
第６ 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資
料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たとき
は、この限りでない。 

 
 （再委託の禁止） 
第７ 乙は、基本協定書第１６条に定める場合を除き、この契約による個人情報を取
り扱う業務を第三者に再委託してはならない。  

 
 （資料の返還等） 
第８ 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若
しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還
し、引き渡し、又は廃棄するものとする。また、当該個人情報を電磁的に記録した
機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。ただし、甲が別に指示した
ときは、その指示に従うものとする。  

 
  （従事者への周知） 
第９ 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後にお
いても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目
的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなけ
ればならない。 

 
 （実地調査等） 
第１０ 甲は、必要があると認めるときは、乙が処理する委託業務に係る個人情報の 
取扱状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。  

 
 



 

  （事故報告） 
第１１ 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあること 
を知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。  


